
1998年出上の木簡

滋
賀
・宮
町
遺
跡

所
在
地
　
　
　
滋
賀
県
甲
賀
郡
信
楽
町
大
字
宮
町

調
査
期
間
　
　
第
二
〇
次
調
査

　
一
九
九
六
年

（平
８
）
六
月
―

一
九
九

七
年
三
月

３
　
発
掘
機
関
　
　
信
楽
町
教
育
委
員
会

４
　
調
査
担
当
者
　
鈴
木
良
章

・
高
橋
加
奈
子

５
　
遺
跡
の
種
類
　
宮
跡

Ｇ
　
遺
跡
の
年
代
　
入
世
紀
中
頃

７
　
遺
跡
及
び
木
簡
出
土
遺
構
の
概
要

今
回
の
調
査
地
点
は
、
紫
香
楽
宮
の
推
定
地
で
あ
る
宮
町
遺
跡
の
西
側
南

寄
り
に
あ
た
り
、
本
誌
第

一
人

号
で
報
告
し
た
第

一
九
次
調
査

の
Ａ
地
区

一
六
ト
レ
ン
チ
の
範

囲
を
広
げ
、
第
二
〇
次
調
査
を

行
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。

そ
の
結
果
、
東
北
か
ら
西
南

方
向
に
流
れ
る
人
世
紀
中
頃
の

大
溝

（Ｓ
Ｄ
二
〇

一
〇

一
、
幅
約

一
〇
ｍ
深
さ
約

一
・
五
じ

を
確

認
し
た
。
こ
の
溝
の
役
割
に
つ
い
て
は
、
人
為
的
に
掘
削
さ
れ
た
区
画
溝
で
、

基
幹
排
水
路
を
兼
ね
て
い
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
木
簡
は
大
溝
の
中
層
か
ら

下
層
に
か
け
て
、
土
器
や
食
用
植
物
種
子
な
ど
と
と
も
に
出
土
し
て
い
る
。

８
　
木
簡
の
釈
文
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内
容

①

　
　
□

利

紳

事

則

制

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（μ］Φ
）
×
］
釦
×
（卜
）

ｏ
∞
Ｐ

②
　
。「田
一町〔酢
記
　
□
□
□

。
「＝

＝

　
　
　
　
　
　
　
　
（牌〕卜）×
（ＰＰ）×
ト

③
　
。
「　
　
友
足
田
大

　

左
右
各
十
二
石
口
□

合
十
五
石
二
斗
三
升
　
　
　
　
五
月
『
五
月
五
月
』
（重
書
）

田
主
田
司
廣

　
国
人
不
□
□

名爾
裂
男
勢
霜

『薬

畳

『口
□

日
回

□
□
□
□

回
返
成
』

Ｎ
∞
卜
×
∞
ｏ
×
ト

2  1

〔
者
力
〕

い
　
。
口
日
日
□
尊
□
座
下
　
右
以
本
月
□
□
日
日
日

日
□
□

口
日
日
□
□
□
石
垂
□
□
□
口
日
日
日
日
日
日
日
日
□
□
」

［
鬱
ヵ
〕

□
思
□
乍
侍
恨
不
□
口
者
□
□
諸
□
□
由

〔英
ヵ
〕

□
□
元
礼
□
謹
頓
首
　
当
月
十
八
日
□
□
進
出
　
」

（］∞卜
）
×
∞∞
×
∞
常

Φ
　

　

９

(水 口)



l10   1131 lla tD llol o) 俗) 0)(6)

「
＜
尾
張
国
山
田
郡
両
村
郷
白
米
＜
」

「
＜
五
斗
　
　
　
　
　
　
　
　
＜
」

×
回
宝
〔酌
陀

「
＜
参
河
国
渥
美
郡
渥
美
型
艶
冊
一□

「
＜
　
　
　
　
　
　
天
平
十
五
年
九
月
十
六
日
回μ
ａ
嗚
×

］
ф
×

⇔
　

ｏ
”
い

「
＜
　
　
　
　
　
　
　
千
葉
郡

真
手
蛤
交
賠
上

「美
濃
国
□

「
＜
丹
後
国
熊
野
郡
佐
野

「播
磨
回
賀
茂

□
回
川
勾
□
神
得
白
米
五
斗

天
平
十
六
年

「
＜
近
江
回
浅
井
郡
速
水

「近
江
国
浅
井
郡
益
田
郷
」

「陥
鮮
冥
艶
ヵ
」〕

冦

江
国
高
嶋
発

韻

解

・
「
＜
山
直
郷
戸
主
□
□
石
戸
口
」

。
「
＜
得
足
米
五
半
　
　
　
　
　
」

・胡
佐
酔
力
〕

〔米
ヵ
〕

・
□
五
斗

「
＜
足
積
回

「
＜
細
江
穴
大
友

「藁
菊
郷
丸
ヤ
豊
嶋
」

十

１

１

ｅ　
　
天
平
十
六
年

，
「
＜
□
□
□
□
□
□
□
□

名
く
　

　

米
五
斗

日
米
五
斗
」

日
―十
日
□
□
□
□
□
四
斗
回

ド
∞
０
×
や
り
×

ヽ
　

０
∞
脚

（潔
）
×
淫
ｘ
∞

０留

（Ｈ
ｅ
ｘ
ヽ
．×
〕

ｏ怒

（篤
）
×
き
Ｘ
伽　
ｏお

含
囀
⇔）
×
ф
Ｏ
Ｘ
心
　
Φωｃ

（路
）
Ｘ
（Ｓ
）Ｘ
∞　
３
Ｆ

含
Ｏ
ｕ
）
来

（
Ｆ
『
）
Ｘ
い
　
０
∝
ド

（
コ
⇔
）
Ｘ
Ｐ
”
Ｘ
∞
　
ｏ
φ
や

い
ヽ
９
×

ド
や
×

卜
　

一
伽
四

l161   11090   90   1191   11a⑭  931

ドＲ
×
営
×
コ

３
，

や鶴
Ｘ
（Ｓ
）
ｘ
卜

３
∞

∩
∞Ｎ）
Ｘ
Ｎ

‐Ｘヽ

３
０

牌
∞
⇔
×
］
い
Ｘ
ド
　
彙
ヽ

（
一
銀
）
×
］
ヽ
×
ド
　
Ｏ
ω
０

騨
∞
や
Ｘ
〕
∞
Ｘ
∝
　
０
∝
〕

（認
）
×
（じ
ｘ
卜
　
ｏ碑

合
ｄ

）
×
ｗ
∞
ｘ
『
　
０
８

（∞
∞
）
×
ス
】
０
）
×

（ω
）

０
ド
Φ

（
ｄ
じ

×
含
ｅ

ｘ
一Ｂ

　
念
い



ell   eo   991   99    9〕

1998年出上の木簡

eつ   031   eD

目写 電
，
「
ｏ
中
衛
」

。
「
ｏ
官
【
　
」

・
石
マ
麻
呂
　
回

・
□
　
神
　
一二
千
足

秦□
□
　
真
弓

大
市

□
国
人
十
五

・
□
□
七
文

閉

ヵ
〕

・
□
□
　
□
□

「七

一
」
（刻
書
）

□己 上

∞
∞
×

ド
ヽ
×
ド
　

一
中
Ｆ

（］
０
呻
）
×

（
ド
∞
）
Ｘ
『
　
ｏ
”
μ

（３

）
×
（
房
）
×
い

ｏ
留

（
ω
∞
）
※
（
０
）
Ｘ
い
　
０
∝
μ

今
置
）
×
一四
Ｏ
Ｘ
（
ω
）

０
∞
騨

Ｇ
じ
×
（ｅ
×
卜
　
一留

ａ
ａ）
択
０

×
０

８
〕

ｗ
ｓ
ド
×
中
ｏ
Ｘ
∞
　
０
い
μ

（
や
Ｒ
し
×

（
］
時
）
×
卜
　
⇔
∞
μ

命

じ

×

含

じ

×
中

ｏ
留

□
□
　
□
判

□
□
　
□
肝

（横
こ

』́

右
得
先
日
申
状
俗
件
銭

右
被
去
月
□

符
俗
□

魚
酢
□

勅鞘
□
　
（積
材
）

国
等
伯
姓
□

□
□

今
罷
□

丹
波
国
史
生
従
八
位
下
鳴

（］
０
）
Ｘ
（
⇔
∞
）
×
∞
　
０
∞
Ｆ

Ｏ
Φ
μ

⇔
Φ
出

一
Ｏ
Ｈ

一
Φ
【

３

μ

３

Ｆ

冥□
≧伴
マ

□  万
呂

□
回□
□

得り   後0 851   a吟   431 e21 80 ⑩  e9 139働 00

3  8  3

121

□
□
口
□

□
□
回
師
□
□

［所
ヵ
〕

□倍
宮
□

3  3  3



1611   1601 691   09   150    60   69   6つ    1531   69   0け    601   491   eEl

中
臣
公
猪
万

丈
三
二
□

神
人
稲
足
□

面
か
陸
ヵ〕

□〔醜
槌
足

ば
酌
酔
，〕

弓
張

益
人

□
□
花
城

回
石
村
□

〔
郡
労
〕

遠
敷
□

米

一
升

□杢
醇
ヵ〕

出
米

□
回
回
□

毬

μ

Ｏ
Φ
騨

Ｏ
Φ
い

Ｏ
Φ
〕

Φ
Φ
四

Ｏ
Φ
μ

裂 霞

170169169 0り 166109601631169

□
六
十
五
□

廿
三
日

里
戸
ヵ
〕

□
以
五
十
回
〔
長
力
〕

為
里
毎
里
置
回

醍
評
訴
咄

〔衛
力
〕

『兵
衛
□
回
』
（異
筆
）

四
々
十
六

□
文
文
文
口

□
悪
悪
悪

□
□
□

回申
申
□
□
□

『□
□
□
射
□
』

〔
不
ヵ
〕

⑫

　

不
不

④

　

大
大

木
筒
は

一
九
九
三
点
出
上
し
て
い
る
が
、
大
部
分
は
小
さ
な
削
暦
で
、

Φ
Ｏ
四

０
〇
四

３

騨

３

μ

３

μ



1998年出土の木簡

で
き
る
も
の
は
多
く
な
い
。
本
報
告
で
は
、
主
な
も
の
を
掲
出
す
る
に
と
ど
め

２つ
。い

は
右
辺
は
二
次
的
整
形
。
内
容
は
解
の
書
止
め
の
部
分
で
あ
る
。
公
式
令

解
式
条
に
よ
る
と
、
太
政
官
に
上
申
す
る
場
合
に
の
み
、
「謹
解
」
と
止
め
る

こ
と
に
な
っ
て
お
り
、
こ
の
木
簡
が
大
政
官
に
宛
て
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ

か
る
。
例
と
あ
わ
せ
て
、
紫
香
楽
宮
に
お
け
る
太
政
官
の
活
動
を
示
す
史
料
で

あ
る
か
も
し
れ
な
い
。

②
①
は
、
米
な
ど
の
出
給
、
収
納
、
お
よ
び
水
田
経
営
に
関
わ
る
と
思
わ
れ

る
。
０
の
左
辺
と
下
端
は
二
次
的
整
形
で
、
右
辺
中
央
部
に
切
り
込
み
が
あ
る
。

「
田
司
」
と
い
う
よ
う
な
興
味
深
い
文
言
が
見
え
る
が
、
具
体
的
な
内
容
は
明

ら
か
で
は
な
い
。

④
は
、
現
状
で
長
さ
三
〇
釦
ち
か
い
、
比
較
的
大
き
な
木
簡
で
あ
る
。
上
級

の
人
物
に
宛
て
た
書
状
で
、
感
情
的
な
文
言
を
書
き
連
ね
て
い
る
が
、
残
念
な

が
ら
、
具
体
的
な
内
容
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
。

⑪
ｌ
⑫
は
、
近
江
国
を
除
く
、
諸
国
か
ら
の
貢
進
物
の
付
札
と
考
え
ら
れ
る

も
の
で
あ
る
。
⑦
の
左
辺
と
右
辺
下
半
は
二
次
的
整
形
で
あ
る
。
Ｏ
⑩
は
、
物

資
の
名
が
確
認
で
き
な
い
が
、
切
り
込
み
の
あ
る
点
、
正
確
に
地
名
を
表
記
し

て
い
る
点
か
ら
み
て
、
貢
進
物
の
付
札
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
⑤
①
⑪
⑫
は
明
確

に
は
断
定
で
き
ず
、
こ
れ
ら
は
推
定
に
と
ど
ま
る
。
⑫
も
付
札
の
削
層
の
可
能

性
が
あ
る
が
、
断
定
は
で
き
な
い
。
０
は
参
河
国
宝
飯
郡
で
あ
る
。
①
の
千
葉

郡
は
下
総
国
で
あ
る
。
⑩
は
丹
後
国
熊
野
郡
佐
濃

（佐
野
）
郷
で
あ
る
。
⑪
は

播
磨
国
賀
茂
郡
で
あ
る
。
⑫
の
川
勾
は
、
郡
名
と
す
れ
ば
、
伊
勢
国
川
曲
郡
、

郷
名
と
す
る
と
、
常
陸
国
新
治
郡
川
曲
郷

・
安
房
国
安
房
郡
川
曲
郷

。
上
総
回

望
陀
郡
川
曲
郷
が
候
補
と
な
り
、
ま
た
下
総
国
葛
飾
郡
に
川
曲
駅
も
あ
る
。

物
資
の
名
は
⑬
⑫
が
白
米
、
①
が
真
手
蛤
交
賠
で
あ
る
。
税
目
を
表
記
す
る

も
の
は
な
い
。
米
の
荷
札
の
場
合
、　
一
般
的
な
傾
向
と
し
て
、
庸
米
と
さ
れ
る

六
斗

・
五
半
八
升
の
量
目
の
も
の
以
外
は
、
年
料
春
米
の
可
能
性
が
あ
る
と
さ

れ
て
い
る
。
⑬
も
そ
の
可
能
性
が
あ
る
。
尾
張
国
は
年
料
春
米
の
貢
進
国
と
し

て
見
え
る

（『延
喜
式
』
民
部
下
）
。
⑫
も
同
様
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
こ
の
よ
う

な
春
米
の
荷
札
に
、
個
人
名
を
記
す
も
の
と
記
さ
な
い
も
の
の
二
種
が
あ
る
こ

と
は
、
す
で
に
確
認
さ
れ
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
な
貢
進
物
の
付
札
は
、
本
遺
跡
か
ら
こ
れ
ま
で
も
多
く
出
土
し

て
い
る
。
第

一
九
次
調
査
以
前
の
段
階
で
、
国
レ
ヴ

エ
ル
で
は
、
参
河

・
遠

江

・
駿
河

・
伊
豆

・
上
総

。
越
前

・
丹
波

・
阿
波
国
で
あ
る

（本
誌
第

一
人
号

参
昭
Ｃ
。
今
回
の
調
査
に
よ
っ
て
、
新
た
に
尾
張

・
下
総
、
推
定
を
含
め
れ
ば
、

さ
ら
に
、
美
濃

・
丹
後

・
播
磨
国
が
加
わ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
『続
日
本
紀
』

天
平

一
五
年

一
〇
月

一
六
日
条
の
東
海

。
東
山

・
北
陸
道
諸
国
の
調
庸
を
紫
香

楽
宮
に
貢
納
さ
せ
た
と
い
う
記
事
と
の
関
連
が
問
題
と
な
る
が
、
出
土
す
る
貢

進
物
の
付
札
は
、
税
目
を
問
わ
な
け
れ
ば
、
こ
れ
ら
三
道
諸
国
に
限
定
さ
れ
な

い
こ
と
は
、
よ
り
明
瞭
に
な
っ
た
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
。

①
ｌ
⑩
は
、
近
江
国
の
貢
進
物
の
付
札
と
思
わ
れ
る
木
簡
で
あ
る
。
第

一
九

次
以
前
の
調
査
で
は
、
近
江
国
の
付
札
は
検
出
さ
れ
て
お
ら
ず
、
今
回
、
初
め



て
確
認
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
い
の
下
半
部
の
左
右
は
二
次
的
整
形
で
あ
る
。

⑬
ｌ
ω
は
国
名
か
ら
書
き
出
す
が
、
い
ｌ
⑬
は
郷
名
の
み
の
記
載
で
あ
ろ
う
。

た
だ
し
、
側
は
断
片
で
あ
り
、
確
定
は
で
き
な
い
。
的
は
近
江
国
浅
井
郡
速
水

郷
で
あ
る
。
⑭
の
山
直
郷
は
、
『和
名
抄
』
で
は
、
近
江
国
甲
賀
郡

・
和
泉
国

和
泉
郡

・
大
和
国
葛
下
郡
に
見
え
る
が
、
近
江
国
甲
賀
郡
と
解
釈
す
る
の
が
妥

当
で
あ
ろ
う
。
口
の
必
佐
郷
は
近
江
国
蒲
生
郡
に
見
え
る
。
い
の
足
積
は
近
江

国
高
嶋
郡
善
積
郷
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
同
郷
は

『和
名
抄
』
で
は
、
善
積
郷
と

な
っ
て
い
る
が
、
も
と
は

「あ
し
づ
み
」
郷
で
あ

っ
た
。
長
屋
王
家
木
簡
に

「足
積
里
」
（奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所

『平
城
宮
発
掘
調
査
出
土
木
簡
概
報
二
七
』

一
九
ペ
ー
いも
、
天
平
宝
字
六
年

（七
六
一
し

五
月

一
日

「近
江
国
符
柔
」
３
大
日

本
古
文
書

（編
年
文
書
澄
　
一
五
）
に
、
ヨ
早
積
郷
」
と
見
え
る
。
⑩
は
、
お
そ
ら

く
郷
の
字
が
欠
落
し
て
お
り
、
細
江
は
近
江
国
坂
田
蔀
細
江
郷
の
こ
と
と
思
わ

れ
る
。
「穴
大
友
」
は
解
釈
し
に
く
い
が
、
穴

（大
）
を
穴
太
と
み
れ
ば
、
近

江
国
坂
田
郡
主
帳
の
穴
太
村
主
麻
呂

（天
平
一
九
年
一
二
月
≡

一日

「近
江
国
坂
田

郡
司
解
」
『大
日
本
古
文
書

（編
年
文
書
産

九
）
な
ど
が
見
え
る
こ
と
が
注
目
さ
れ

る
。
ま
た
、
大
友
を
氏
名
と
解
釈
し
て
、
近
江
国
に
居
住
す
る
大
友
日
佐
氏
や

大
友
村
主
氏
と
の
関
連
を
想
定
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、

近
江
国
と
の
関
係
を
読
み
と
る
こ
と
が
で
き
る
。

⑬
ｌ
い
は
上
の
諸
国
か
ら
の
貢
進
物
の
付
札
と
同
様
に
理
解
す
る
こ
と
も
で

き
る
。
し
か
し
、
税
目
や
物
資
の
名
が
判
明
す
る
も
の
は
な
い
。
⑮
ｌ
⑬
は
、

そ
れ
ら
と
は
異
な
る
タ
イ
プ
の
付
札
で
あ
る
。
こ
れ
ら
に
関
す
る
限
り
で
は
、

個
人
名
を
記
し
、
物
資
は
米
で
あ
る
と
い
う
共
通
点
を
持
つ
。
類
似
す
る
木
簡

と
し
て
、
Ａ

「薩
摩
□
心
太

一
古
入
三
斗
」
、
Ｂ

「狭
限
郷
」
、
Ｃ

「横
作
郷
米

□
」
（本
誌
第
一
七
号
⑬
、
第
一
八
号
①
の
）
が
あ
る
が
、
異
な
る
点
も
あ
る
。
Ａ

に
は
個
人
名
は
な
く
、
物
資
は
米
で
は
な
い
。
ま
た
、
薩
摩
国
の
付
札
で
あ
る

可
能
性
も
あ
る
。
Ｂ
は
、
個
人
名
の
有
無
、
物
資
名
と
も
に
不
明
で
あ
る
。
な

お
、
狭
隈
郷
は
上
総
国
平
群
郡
で
あ
る
。
Ｃ
に
は
個
人
名
が
な
い
。
横
作
郷
は

丹
波
国
桑
田
郡
で
あ
る
。
こ
の
三
点
は
、
⑭
ｌ
⑬
の
タ
イ
プ
の
木
簡
が
近
江
国

に
限
定
さ
れ
る
の
か
否
か
、
と
い
う
点
で
重
要
で
あ
る
が
、
同
タ
イ
プ
か
ど
う

か
の
判
断
に
は
、
よ
り
多
く
の
事
例
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
い
も
郷
か

ら
始
ま
る
も
の
で
あ
る
が
、
高
菊
郷
は
初
見
で
あ
り
、
現
在
の
と
こ
ろ
、
比
定

地
に
つ
い
て
は
知
見
が
な
い
。
こ
れ
ら
の
郷
か
ら
始
ま
る
タ
イ
プ
の
木
簡
の
性

格
は
、
現
状
で
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
が
、
⑬
ｌ
⑮
が
他
の
諸
国
の
貢
進
物
付
札

と
同
じ
も
の
か
ど
う
か
も
含
め
て
、
そ
の
解
明
は
大
き
な
課
題
で
あ
る
。

釣
は
小
型
の
付
札
で
あ
る
。
中
衛
は
中
衛
府
、
官
は
太
政
官
あ
る
い
は
神
祗

官
の
可
能
性
も
あ
ろ
う
。
当
地
に
お
け
る
官
司
の
存
在
を
考
え
る
上
で
、
興
味

深
い
。
の
の
右
辺
は
二
次
的
整
形
。
⑬
は
右
辺
中
央
部
に
切
り
込
み
が
あ
る
。

側
の
上
端
は
二
次
的
に
整
形
さ
れ
た
も
の
。

∞
ｌ
⑩
は
、
文
書
木
簡
の
削
暦
と
思
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
∞
の
下
端
は
焼

損
し
て
い
る
。
①
⑩
は
材
か
ら
み
て
、
同

一
木
簡
の
削
婿
と
思
わ
れ
る
。

囲
は
、
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
不
明
で
あ
る
が
、
『
日
本
古
代
入
名
辞
典
』
な

ど
に
よ
る
と
、
花
の
字
を
名
に
持
つ
僧
尼
が
い
く
人
か
見
え
、
「花
城
」
も
僧
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尼
の
名
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
仏
教
と
の
関
連
が
注
目
塔
れ
る
。

⑮
以
下
は
習
書
な
ど
で
あ
る
。
⑮
∞
は
、
令
の
習
書
の
削
暦
と
思
わ
れ
る
。
　
　
　
　
　
な
お
現
在
、
宮
町
遺
跡
の
出
土
木
簡
に
関
し
て
、
紫
香
楽
宮
跡
調
査
委
員
会

二
点
と
も
戸
令
為
里
条
を
習
書
し
て
い
る
が
、
材
の
状
態
を
見
る
限
り
、
別
木
　
　
　
　
内
の
木
簡
解
読
部
会
に
お
い
て
、
全
体
的
に
再
調
査

・
整
理
を
進
め
て
お
り
、

簡
の
削
居
で
あ
る
。
こ
の
条
は

「凡
戸
。
以
五
十
戸
為
里
。
毎
里
置
長

一
人
　
　
　
　
そ
の
結
果
、
本
誌

（第
一
七
・
一
八
号
）
に
報
告
済
み
の
分
に
つ
い
て
も
、
釈
文

（略
こ

と
い
う
内
容
で
あ
る
。
大
宝
令
復
原
の
史
料
と
な
る
が
、
養
老
令
と
　
　
　
　
の
変
わ
っ
た
も
の
が
い
く
つ
か
存
在
す
る
。
こ
こ
で
、
そ
れ
ら
の
主
な
も
の
を

字
句
の
異
な
る
点
は
な
い
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
記
載
し
て
お
く
。
本
誌

「釈
文
の
訂
正
と
追
加
」
欄
に
な
ら
い
、
既
掲
載
時
の

側
は
千
字
文
の
習
書
で
あ
る
。
①
は
九
々
で
あ
る
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
木
簡
番
号
を
付
す
。

第
一
七
号
所
掲
分

ω

　

「
＜

薩

摩

□

心

太

一

古

△

一
平

　

　

　

　

　

　

Ｎ
牌
巽

］
叉

卜

ｏ
∞
品

　

　

　

　

②

　

「
＜

参

河

国

播

豆

　

　

　

□

＜

」

　

　

　

　

Ｎ
卜
受

呻
度

の

霞

⑩

第

一
人
号
所
掲
分

①

　

「
＜
伊
豆
国
田
方
郡
棄
妾
郷
戸
主
大
生
部
綾
師
戸
大
生
部
大
麻
呂
調
鹿
堅
魚
拾
壱
斤
拾
両
七
□
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（霞
受
］支
卜
ｏ∞め

い
　
。

□
浦
郡
託
良
郷
」

【
足
ヵ
〕

・
×
□
庸
米
五
斗
　
」
　
　
　
　
　
　
　
　
（霞
ｙ
］契
ヽ
ｏ騨⇔ω

働
　
。
「　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一南
幣
↓
養

従
六
位
上
ヒ

山
背
国
葛
野
□
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
口
□
〔剛
配
秦
□
秦
日
――
□
□
□
　
　
　
『（例
繹
ド
月
』

年
十
　
　
　
　
　
　
」

（別
筆
３
）

。
「山
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
□
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
□
□
□
□
□

『ｒ
ｒ
ｙ
ｒ
ｒ
ｒ
ビ
』
」
　
　
　
　
　
　
　
りの受
Ｎ曼
∞
冨
①



(7)(6)（
ツ
れ
Ｌ

〔
理ヽ
〕

□
八
月
□
□
六
人
口

「義
□

部
門
〔童ユ
に
叩ヵ
〕

出
雲
□
□

正
六
位
□
行
大
嫁
□

「
横
作
郷
米
□

ｏ
】

ロ

Φ
】

ロ

ｏ
】

ロ

６
υ

×
合
じ

×
含
）

Φ
解

ω

ｏ
解

②

（
工
ｅ

×
鶴

×
∞
　
ｏ
‘
い

ｏ
潔

⑭

2   1

滋
賀

所
在
地

調
査
期
間

/Jヽお
谷だ
現虎与
跡

伝
矩
試
随
り

滋
賀
県
東
浅
井
郡
湖
北
町
大
字
郡
上
他

一
九
九
七
年
度
調
査
　
一
九
九
七
年

（平
９
）
九
月
―

〔鋳
ヵ
〕

⑫

　

□
銭
□

⑥
は
、
削
居
二
点
が
間
を
お
い
て
続
く
も
の
と
し
て
い
た
が
、
直
接
接
続
す

る
こ
と
が
判
明
し
、
釈
文
そ
の
も
の
も
訂
正
し
た
。
０
０
は
、
削
居
二
点
が
間

を
お
い
て
続
く
も
の
と
し
て
い
た
が
、
配
列
順
が
確
定
で
き
な
い
の
で
、
別
の

も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
同

一
木
簡
の
削
婿
で
あ
る
。
ま
た
、
釈
文
も
訂
正
し

た
。
そ
の
ほ
か
は
す
べ
て
、
釈
文
の
訂
正
の
み
で
あ
る
。

９
　
関
係
文
献

紫
香
楽
宮
跡
調
査
委
員
会

『宮
町
遺
跡
出
土
木
簡
概
報
』

一
（
一
九
九
九
年
）

（１
１
７
・
９
　
鈴
木
良
章
、
８
　
鷺
森
浩
幸
）

一
九
九
八
年
三
月

３
　
発
掘
機
関
　
　
湖
北
町
教
育
委
員
会

４
　
調
査
担
当
者
　
山
崎
清
和

５
　
遺
跡
の
種
類
　
城
跡

６
　
遺
跡
の
年
代
　
一
六
世
紀
初
期
―
中
期

７
　
遺
跡
及
び
木
簡
出
土
遺
構
の
概
要

小
谷
城
跡
は
、
戦
国
大
名
浅
井
氏
三
代
の
居
城
の
跡
と
し
て
知
ら
れ
る
。　
一

九
三
七
年
に
金
吾
丸
か
ら
本
九

を
経
て
、
中
の
九
、
京
極
九
、

山
王
丸
、
さ
ら
に
大
嶽

（小
谷

山
山
頂
）
に
続
く
山
稜
及
び
、

清
水
谷
を
は
さ
ん
だ
西
方
の
尾

根
上
の
山
崎
九
、
福
寿
丸
な
ど

の
山
城
部
分
が
史
跡
に
指
定
さ

れ
た
。　
一
九
九
五
年
二
月
に
は

本
九
が
所
在
す
る
尾
根
と
山
崎

(長 浜)




